
東日本大震災復興支援「とどけよう スポーツの力を東北へ！」 

平成 28 年度日本体育協会公認アシスタントマネジャー養成講習会 実施要領 
 
 

１ 目  的   総合型地域スポーツクラブの運営に必要なクラブマネジメントの基礎的知識を有す

る人材を養成する。 

 

２ 主  催  公益財団法人兵庫県体育協会 

 

３ 後  援  兵庫県教育委員会（予定）、「スポーツクラブ 21ひょうご」全県連絡協議会（予定） 

 

４ 開催日・会場・申込期日 

コース 開催日 場所 申込期日 

Ａコース 平成28年11月５日(土)～６日(日) 加古川市立勤労会館 平成28年10月５日(水) 

Ｂコース 平成28年11月12日(土)～13日(日) たつの市立揖保川文化センター 平成28年10月12日(水) 

Ｃコース 平成28年11月26日(土)～27日(日) 丹波市立春日住民センター 平成28年10月26日(水） 

   

５ 定  員  各会場 40名 

 

６ 申込資格  平成 28年４月１日現在、満 18歳以上の者 

 

７ 日  程  別紙の日程表のとおり 

 

８ 講習内容 

科目名（内容） 
時間数(h) 

集合講習 自宅学習 計 

地域スポーツクラブとは 
3 4.5 7.5 

地域スポーツクラブの現状 

クラブマネジャーの役割 3 4.5 7.5 

クラブのつくり方 
8 12 20 

クラブの運営 

計 14 21 35 

 

９ 受講料   １０，５００円（税込） 

 

10 受講申込 

  (1) 申込方法 

   別紙申込書により、公益財団法人兵庫県体育協会宛に申込書を送付してください。また、受講料は申

込書の送付と併せて、下記口座に振り込んでください。 

※一度入金された受講料は、返金できないので注意してください。ただし、募集人数の関係で、受講

希望に添えない場合は、返金します。 

 

 



  (2) 申 込 先 

      〒650-0011 神戸市中央区下山手通４-16-３  兵庫県民会館６階 

      公益財団法人兵庫県体育協会事務局（担当：西口、与那覇） 

   TEL 078-332-2344   FAX 078-332-2375 

 

 (3) 振 込 先 

   金融機関  三井住友銀行 神戸営業部 

   口座番号  ９５７４２８６（普通） 

   口座名義  公益財団法人兵庫県体育協会 

    

11 そ の 他   

(1)  欠席・遅刻・早退などで受講できない科目が生じた場合は、検定試験の受験資格がなくなるので 

注意してください。 

(2)  受講決定通知書とともに、養成講習会で使用するテキスト及びワークブックを、あらかじめ受講 

者あてに送付します。資格取得を希望される方は、自宅学習(21時間)等に使用し、養成講習会当日 

に持参してください。 

(3) 集合講習終了後、検定試験を実施します。 

(4) 受講決定者の受講料について、一度入金された受講料は、返金できませんのでご注意ください。 

 

【公益財団法人日本体育協会公認アシスタントマネジャー資格取得について】 
本講習をすべて受講・修了された方は、以下の条件・手続を満たすことにより、公益財団法人日本体育

協会公認アシスタントマネジャー資格を取得することができます。 

 

① 公認スポーツリーダー資格の取得（共通科目Ⅰ） 

通信講座（24,680 円）または集合講習会(12,500 円)を受講する必要があります。なお、日本体育協

会公認スポーツ指導者資格を有する者（スポーツドクターを除く）、免除適応コース終了証明書を有す

る者は共通科目Ⅰの講習・試験がすべて免除となります。 

 

② 検定試験に合格 

検定試験を受検し、合格する必要があります。それぞれのコースにおいて、すべての講義終了後に検

定試験を実施します。公認スポーツリーダー資格を所有し、検定試験に合格された方に「公認アシスタ

ントマネジャー養成コース修了証明書」を発行します。 

 

③ 所定の登録手続きを行う 

    公認スポーツ指導者の登録について、公益財団法人日本体育協会から「公認アシスタントマネジャ

ー養成コース」を修了された方に所定の登録手続きの案内が送付されます。登録内容の確認及び登録

料の納入を完了した者に、公認アシスタントマネジャーの「認定証」及び「登録証」が交付されます。 

登録による公認資格の有効期限は４年間とし、本資格を更新しようとする者は、資格有効期限内に、

日本体育協会あるいは当該中央競技団体の定める研修を受けなければいけません(ただし、既に公認ス

ポーツ指導者資格を有する者については、既所有資格の有効期限となります)。 


